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佐野市浄水場等運転管理業務委託に係るプロポーザル実施説明書 
 

 

１ 業務委託の概要 

(１) 業務名   佐野市浄水場等運転管理業務委託 

(２) 業務の目的 

本業務は、本市水道事業が管理する水源地、浄水場、配水場、加圧施設、 

減圧施設等（以下「委託施設」という。）の運転管理を委託することにより、 

受託者の専門的な技術を活用し、各施設の機能を効率良く発揮させる円滑な 

運転管理を行い、安心で安全な水道水を安定的に供給することを目的とする。 

(３) 委託施設  大橋浄水場などの 111箇所（標準仕様書第 4条参照） 

(４) 業務内容 

受注者が実施する業務の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、詳細に 

ついては標準仕様書（第２章参照）に記載する。 

①運転業務 

②点検業務 

③水質管理業務 

④環境整備業務 

⑤物品等調達業務 

⑥その他の業務 

(５) 履行期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

ただし、契約締結日から令和４年３月３１日までの期間は習熟期間とし、 

現行の業務受注者より引継ぎを受けるものとします。習熟期間中の薬品、消 

耗品等のユーティリティの調達は現行の業務受注者において措置します。 

(６) 提案限度額 

７５５，８００，０００円（消費税抜）を上限とします。 

なお、上記の額は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの履行 

期間に係る事業費であり、契約日から令和４年３月３１日までの習熟期間は 

受注者の費用負担となります。 

(７) 業務実施上の条件 

①本市水道事業が要求する水質・水圧・水量（標準仕様書第３章参照）を遵 

守した委託施設の運転・維持管理を行い、安全な水を安定的に供給するこ 

と。 

②委託施設の監視は、遠方監視装置を用い毎日 24時間実施すること。 

③委託施設の機能に重大な障害が発生した場合に備え、自らの費用負担に 

より体制を整備するとともに、常にこれに対処できるよう準備すること。 

また、本委託業務履行を目的として配置される従事者のみによる対応で 

は不十分な緊急事態を想定し、緊急事態発生後、直ちに対応が可能な広域 

的な緊急支援体制を自らの費用負担により構築すること。 



④標準仕様書に定める法令の規定により必要な資格を有する者を配置また 

は組織できること。なお、本業務委託は、水道技術管理者の資格を有する 

者の配置について要求しているが、水道法第 24条の 3に基づく業務委託 

ではないものである。 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

提案書提出者は次の要件を全て満たす者とする。 

(１) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４（同法第１ 

６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当する者で 

ないこと。 

(２) 令和３・４年度佐野市物品等競争入札参加資格者名簿で、「大分類Ｍ（施 

設・設備等維持管理）」のうち「小分類３（上下水道施設管理）」に登録され 

ている者であること。なお、公告の日現在で登録されていない者は、受付印 

が押印された入札参加等資格審査申請(物品)受付票の写しを参加表明書 

に添付して提出すること。 

(３) 佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けて 

  いない者であること。 

(４) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)の規定により更生手続開始の申 

立てがなされていないこと、または民事再生法(平成１１年法律第２２５ 

号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会 

社更生法の規定による更生計画または民事再生法の規定による再生計画に 

ついて、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 

(５) 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の電気工事及び機

械器具設置工事の総合評定値（Ｐ）がいずれも９００点以上の者であること。 

(６)  共同企業体による参加者でないこと。 

(７)  栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県のいずれかに本社、本店又は支店、主た 

る営業所、代理人を置く営業所を有している者であること。 

(８)  過去１０年以内に日本国内において、水道事業及び水道用水供給事業並 

びに工業用水道事業における浄水場(排水処理を除く。)の浄水施設等運転 

管理業務実績が３年以上ある者であること。 

(９) 過去１０年以内に水道施設において、建設業法に基づく電気または機械

器具設置の工事で契約額が、３，０００万円以上の施工実績または同等の

実績を有している者であること。                             

(１０) 次に掲げる有資格者を配置または組織できる者であること。 

①水道技術管理者の資格を有し、かつ浄水場又は配水施設等の運転管理 

の実務経験が３年以上ある者 

②水道浄水施設管理技士３級以上の資格を有する者 

③電気主任技術者の資格を有する者 

④電気工事士の資格を有する者 

⑤危険物取扱者（甲種又は乙種第４類）の資格を有する者 

⑥酸素欠乏危険作業主任の資格を有する者 

  



３ 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

(１) 参加表明書の作成様式 

参加表明書（別記様式第１号）、企業資格要件確認書(別記様式第１－２ 

号)、企業調書(別記様式第１－３号)のとおり。 

(２) 記載上の留意事項 

①参加表明者の概要 

会社概要、経営状況(直近２年分の貸借対照表、損益計算書、利益処分計 

算書の写しを添付すること。)について、記載すること。 

②保有する技術社員の状況 

専門分野の技術者数を記入すること。 

③浄水施設等の運営管理業務実績 

過去１０年以内浄水施設の運転業務と同様あるいは類似業務について、 

３年以上の業務実績（業務継続中も含む。）を記入すること。 

④配置予定技術者について 

配置予定技術者の資格(各資格証明書類の写しを添付。)、経歴、手持ち業 

務の状況について記入すること。 

⑤水道施設の工事施工実績 

過去１０年以内に水道施設において、建業法に基づく電気または機械器 

具設置の工事で契約額が、３，０００万円以上の施工実績または同等の実 

績を有している者であること。                    

⑥営業所 

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県のいずれかにある主たる営業所、代理人 

を置く営業所について、所在、電話番号等を記入すること。 

⑦公告日(令和３年７月５日)現在で、佐野市物品等競争入札参加資格 

者名簿で、「大分類Ｍ（施設・設備等維持管理）」のうち「小分類３（上 

下水道施設管理）」に登録されていない者は、受付印が押印された入札参 

加等資格審査申請（物品等）受付票の写しを参加表明書に添付して提出 

   すること。 

(３) 問合せ先 

〒３２７－０００３ 

佐野市大橋町１１６５番地 

佐野市上下水道局 水道課 水道計画係 

電話０２８３－２２－１６９６ 

ＦＡＸ０２８３－２３－２７４７ 

メールアドレス suidou@city.sano.lg.jp 

４ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

(１) 提出期限 

令和３年７月３０日（金）午後５時１５分まで（必着） 

(２) 提出場所 

３（３）と同じ。 

(３) 提出方法 

①持参または郵送とする。郵送で提出する場合は、「書留」又は「簡易書留」  



 のいずれかの方法によるものとし、メール便は不可とします。 

②持参による場合は、佐野市の休日を定める条例（平成１７年佐野市条例第 

２号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く、午前８時３０分 

から午後５時１５分までに提出すること。 

(４) 提出部数 

参加表明書の提出部数正 1部、副１０部（添付資料は正のみ添付） 

５ 説明書及び標準仕様書に対する質問の受付期間、提出方法、提出場所及びそ 

の回答方法 

(１) 質問の内容 

 質問の内容は、本説明書及び標準仕様書の内容及び提案書の作成に係る 

もの等とし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。 

(２) 受付期間 

令和３年７月５日（月）午前８時３０分から 

令和３年７月２１日（水）午後５時１５分まで 

(３) 提出方法 

①持参、郵送またはファックスにより提出し、併せて同内容を電子メールに 

添付して提出すること。なお、提出は受付期間内に必着すること。 

②質問用紙は、質問書（別記様式第４号）を用いること。 

③持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

に提出すること。 

④提出期間を過ぎて出されたものは、いずれの提出方法を用いても受付け 

ない。 

⑤電話による問合せは受け付けない。 

(４) 提出場所 

３（３）と同じ。 

(５) 回答方法 

回答は、令和３年７月２７日（火）までに、質問者に回答を行うほか市ホ 

ームページへ掲載いたします。 

６ 現地説明会の実施 

現地説明会を次のとおり開催する。 

(１) 日 時 令和３年７月１５日（木）および１６日（金） 

午前９時から午後５時まで 

(２) 場 所 委託施設のうち主要な浄水場 

(３) 人数制限 各社２人までとする。 

(４) 申込み期間 令和３年７月１２日（月）午後５時１５分（必着） 

(５) 参加方法 

①持参、郵送、ファックスまたは電子メールにより申し込むこと。 

②現地説明会参加申込書（別記様式第５号）を用いること。 

(６) その他会場および時間は、別途連絡するものとする。また、施設間の移動 

は各希望者が手配すること。 

７ 提案書提出者の選定および非選定に関する事項 

参加表明書により、本プロポーザルの本説明書２の提案資格を満たす者で 



あるか確認し、その結果を次の通り通知します。 

(１) 確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案 

書の提出者に選定された旨とプロポーザル参加要請を書面により通知しま

す。 

(２) 上記（１）の通知を受けた者は、提案意思確認書（別記様式第２号）を次 

の通り提出すること。 

①提出場所 

３（３）と同じ。 

②提出期限 

令和３年８月２０日（金）午後５時１５分（必着） 

(３) 提案書の提出者として資格が認められなかった者に対しては、確認され 

なかった旨を書面により通知します。 

(４) 上記（３）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日(休 

日を含まない。）以内に、書面により非選定理由について説明を求めること 

ができる。 

①提出場所 

３（３）と同じ 

②受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(５) 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１ 

０日（休日を含まない。）以内に書面により行うものとする。 

８ 提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

(１) 提案書作成様式 

①提案書は、提案書（別記様式第３号から第３－８号まで）とする。また添 

付書類等について、サイズは日本工業規格「Ａ４版」縦置き横書き左綴じ 

を基本とすること。図表等を使用する場合において、「Ａ３版」を使用す 

るときには、折り綴じること。また、ロゴマークの使用を含めて、会社名 

がわかるような記述をしないこと。 

②提案書は、提出後の差し替え、追加はできないものとします。 

(２) 記載上の留意事項 

①業務実施体制に関する提案 

本業務への取り組み姿勢、標準仕様書を踏まえ、本業務を実施するにあた 

っての業務実施体制の考え方、人員配置、資格、勤務体制、従事者への教 

育、安全衛生管理について、簡潔にまとめること。 

②運転業務に関する提案 

標準仕様書を踏まえ、本業務を実施するにあたっての運転管理全般に関 

する考え方、施設特性を踏まえた実施方法について、簡潔にまとめること。 

③点検業務に関する提案 

標準仕様書を踏まえ、点検業務全般に関する考え方、点検計画、軽微な修 

繕に関する考え方について、簡潔にまとめること。 

④水質管理業務に関する提案 

 標準仕様書を踏まえ、水質管理に関する基本的な考え方、水質検査計画を 



踏まえた水質検査について、簡潔にまとめること。 

⑤危機管理に関する提案 

標準仕様書を踏まえ、危機管理全般（想定する事象、対応策、危機管理体 

制、訓練、賠償保険等）に関する基本的な考え方及びその対処方法につい 

て、簡潔にまとめること。 

⑥その他に関する提案 

本業務を遂行するにあたり、業務品質の向上に向けた取組み、地域貢献、 

見学者対応について、簡潔にまとめること。 

⑦事業費用についての提案 

事業費用について、事業費用内訳明細書を作成し提案すること。 

(３) 問い合わせ先 

３（３）と同じ。 

９ 提案書の提出期限、提出場所、提出方法及び問合せ先等 

(１) 提出期限 

令和３年９月１３日（月）午後５時１５分まで（必着） 

(２) 提出場所 

３（３）と同じ。 

(３) 提出方法 

持参とし、その他の方法による提出は一切認めない。 

なお、一度提出した書類の返却、差し替えには一切応じない。 

(４)  提出部数 

提案書の提出部数は、正１部、副１０部とする。 

(５)  問合せ先 

３（３）と同じ。 

(６)  プレゼンテーション及びヒアリング 

①提案書の提出者は、プレゼンテーションを３０分以内で実施し、当該提案 

書について２０分程度のヒアリングを受けるものとする。 

②プレゼンテーションの実施方法は、自由形式とし、電子機器を利用して行 

うことも可とする。ただし、使用する電子機器は提案書の提出者が準備す 

るものとする。 

③提案書の提出者は、プレゼンテーション実施の際に、提案書提出時に提出 

していない新たな資料を提出することはできないものとする。 

④プレゼンテーションの参加者は、提案内容を熟知している３名までとし、 

参加者の役職及び氏名を提案書提出時に届け出るものとする。 

１０ 提案書を特定するための評価基準 

提案書の評価項目等は以下のとおりとする。 

(１) 得点化基準 

次の表に示す配点に従い、提案書に記載された内容を数値化するものと 

する。 

 

提案事項 評価の視点 配点 

１）業務実施体制に関する提案 (３０点) 



①本業務への取組み姿勢 ・本業務の重要性及び水道事

故が与える社会的影響を認

識しているか。 

・委託者と受託者の綿密な連 

携体制の構築及び本業務に

係る課題の解決に協力する

姿勢があるか。 

８点 

②業務実施体制の考え方 ・安心、安全な水道水を安定的 

に供給するため、適切で無

理のない継続可能な業務実

施体制を構築する提案とな

っているか。 

６点 

③人員配置、資格、勤務体制 ・業務従事者の人数、業務分

担、取得資格、勤務体制が適

切な提案であるか。 

・現場を支援する体制につい

て提案されているか。 

８点 

④従事者への教育 ・業務従事者に対する人材育 

成、ノウハウの継承を目的

とした教育を継続して実践

する提案であるか。 

４点 

⑤安全衛生管理 ・業務従事者の労務、安全衛生 

が適切に管理される提案で

あるか。 

４点 

２）運転業務に関する提案 (２０点) 

①運転業務全般（水質、水圧、 

水量などの管理等）に関す

る考え方 

・安全で安定した施設運用を 

行うために、実施方針や考

え方が適切な内容で提案さ

れているか。 

８点 

②施設特性を踏まえた実施方

法 

・施設の特性や運転業務上配

慮すべきポイントを踏まえ

た運転方法が提案されてい

るか。 

・遠方監視装置を用い事故や

機器故障等に適切に対応で

きる方法で提案されている

か。 

１２点 

３）点検業務に関する提案 (３０点) 

①点検業務全般に関する考え   

 方 

・安全で安定した施設の運転 

を行うために、点検業務上

配慮すべきポイントや考え

８点 



方が適切な内容で提案され

ているか。 

②点検計画 ・設備及び機器の能力が十分

に発揮されるよう、妥当な頻

度で点検を行う計画で提案

されているか。 

・法令に基づく点検について、 

適切な内容で提案されてい

るか。 

１２点 

③軽微な修繕に関する考え方 ・軽微な修繕に関する適切な

考え方及び対応について提

案されているか。 

１０点 

４）水質管理業務に関する提案 (１０点) 

①水質管理に関する基本的な 

考え方 

・安心で安全な水道水を供給 

するための水質管理につい 

て、適切な考え方が提案さ

れているか。 

５点 

②水質検査計画を踏まえた水

質検査 

・当該年度当初に公表されて 

いる水査質検査計画を踏ま

えた水質検査が、適切な内

容で提案されているか。 

５点 

５）危機管理に関する提案 (３０点) 

①危機管理全般（想定する事 

象、対応策、危機管理体制、

訓練、賠償保険等）に関する

考え方及びその対処方法 

・緊急事態が発生した場合に 

備え、その対処方法等（緊急

時対応フロー、緊急連絡体

制、復旧体制、緊急時支援体

制等）が具体的に適切な内

容で提案されているか。 

・本業務の遂行に伴う事故に 

備え、賠償保険に加入して

いるか。 

３０点 

６）その他に関する提案 (１５点) 

①業務品質の向上に向けた取

組み 

・本業務の品質向上、確実な業 

務の遂行に対する有効な提

案がされているか。 

５点 

②地域貢献 ・地域貢献に対する考え方、具 

体的な方策が提案されてい

るか。 

・近隣住民への安全面、環境面 

での配慮が適切な内容で提

案されているか。 

５点 



③見学者対応 ・見学者対応の内容及び具体

的な手法が提案されている

か。 

５点 

７）事業費 (６０点) 

①価格に関する提案 ・次の計算により得られた値 

を事業費評価配点とする。 

事業費評価点＝配点×（提 

案者の中の最低提案事業 

費）÷（当該提案者の提案事 

業費） 

６０点 

８）プレゼンテーション及びヒアリング （５点） 

①誠実に取り組もうとする姿 

勢を持っているか 

・提案書との整合性があるか。 

・本業務への理解や積極性実

績に基づく提案されている

か 

５点 

 

１１ 提案書の特定及び非特定に関する事項 

提案書、プレゼンテーション及びヒアリングにより提案内容を評価し、そ 

の結果を次の通り通知します。 

(１) 提出された提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を 

書面により通知します。 

(２) 提出された提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった

旨を書面により通知します。 

(３) 上記（２）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休

日を含まない。）以内に、書面により非特定理由について説明を求めること

ができる。 

なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

①受付場所 

３（３）と同じ。 

②受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(４) 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、 

１０日（休日を含まない。）以内に書面により行うものとする 

１２ 契約に関する事項 

(１) 見積徴取の相手方としての特定 

本市水道事業は、本プロポーザルにおいて特定した最優秀者を、本業務委 

託契約に係る随意契約の見積書徴取の相手方として特定するとともに、業 

務の仕様内容を協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規則に定める 

手続きにより契約を締結する。 

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積徴取及び業務委託契約 

が締結できない場合には、次点者を見積徴取の相手方として再特定するも 

のとする。 



①最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４（同令第１６７条の１１第 

１項に準用する場合を含む。）に該当することとなったとき 

②最優秀者が、佐野市から業務委託に係る指名停止を受けることとなった 

とき 

③最優秀者が、特定後に本説明書に掲げる失格事項に該当して失格となっ 

たとき 

④最優秀者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき 

⑤最優秀者が本業務委託契約の締結を辞退したとき 

⑥その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったと 

 き 

(２) 委託契約金額 

委託契約金額は、本市水道事業が定める本業務委託に係る予算の範囲内 

とする。 

(３) 失格による契約の解除 

本業務委託の契約後に、契約者が本説明書１３に定める失格条項に該当 

していたことが明らかになった場合には、契約を解除することがある。 

１３ 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明 

書及び提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととす 

る。 

①提案書等が提出期限までに提出されない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③本説明書２に定める参加要件を満たしていない、もしくは満たすことが 

できなくなった場合 

④その他本説明書の定めに反した場合 

⑤本件に関して不正あるいは公平さを欠く行為等があった場合 

１４ その他の留意事項 

(１) 本プロポーザルの実施スケジュール 

本プロポーザル公告４と同じ。 

(２) 本プロポーザルに係る提案内容の評価及び契約候補者の特定は「佐野市 

浄水場等運転管理業務委託評価委員会」において行う。 

(３) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び提案書の提出者に選定さ 

れた旨の通知を受けなかった者は、提案書を提出することができないもの 

とする。 

(４) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担と 

する。 

(５) 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案 

書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置 

を行うこともある。 

(６) 提出された参加表明書及び提案書は返却しないものとする。 

なお、提出された参加表明書及び提案書の著作権は提出者に帰属するも 

のとし、提出者に無断で使用することはない。 



ただし、事務局は、本プロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要 

な範囲において、提案書等の複製、記録及び保存等を行う。 

(７) 本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとする。公表する内容 

は、プロポーザル参加者名、特定された者の名称及び住所、特定された者の 

総合評価点等とする。 

(８) 配置予定技術者の所有資格や業務実績等の確認のため、追加資料の提出 

を求めることがある。 

(９) 提案書に記載された配置予定技術者は、病気、死亡、退職等のきわめて特 

別な場合を除き、変更できないものとする。 

(１０) 委託施設の管理責任者としての責任は発注者にあるが、本業務の範囲 

内における施設の維持管理及び運営上の責任は、原則として受注者が負 

うものとする。 

ただし、発注者が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、 

別途受注者と協議の上、発注者が責任を負うものとする。 

なお、発注者及び受注者のリスク分担については、標準仕様書別紙１１ 

「リスク分担表」によるものとし、責任分担の程度や具体的な内容につ 

いては、契約により定めるものとする。 


